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義
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「
撤
回
」

を
各
方
面

を
各
方
面
に
要

請
　
八
月
中
旬
か
ら
厚
労
省
は

書
簡
や
架
電
に
よ
り
資
格
確

認
シ
ス
テ
ム
へ
の
参
加
を

「
義
務
化
」
で
あ
る
と
し
、

医
療
機
関
に
対
し
て
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
へ
の
登
録
や
機
器

の
申
込
を
募
っ
て
き
た
の
は

開
業
医
の
権
利
侵
害
明
白

で
き
な
け
れ
ば
指
導・指
定
取
消
ま
で

10月1日 こども医療費
県内現物給付化開始

い
医
療
機
関
に
は
個
別
指
導

や
指
定
取
消
ま
で
示
唆
す
る

政
府
・
厚
労
省
に
対
し
て

「
義
務
化
」
の
撤
回
を
求
め

る
こ
と
と
し
、
会
員
に
は
十

二
月
ま
で
は
こ
れ
ま
で
ど
お

り
「
様
子
見
」
を
呼
び
掛
け

る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
ま
で

の
主
な
取
り
組
み
は
次
の
と

お
り
。

　
八
月
下
旬
よ
り
「
資
格
確

認
等
シ
ス
テ
ム
の
導
入
義
務

化
」
に
つ
い
て
、
医
療
機

関
に
お
け
る
取
組
み
事
例

や
「
義
務
化
の
評
価
」
に
関

す
る
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト
を
開

始
。
圧
倒
的
多
数
が
「
義
務

化
に
反
対
」
と
し
て
お
り
、

今
後
、
開
業
医
現
場
の
声
と

し
て
対
外
発
表
し
て
い
く
予

定
で
あ
る
。

　
ま
た
九
月
五
日
に
は
、
首

相
、
厚
労
相
、
中
医
協
会
長

等
に
「
義
務
化
」
を
規
定
し

た
「
療
担
」
へ
の
抗
議
と
撤

回
、「
義
務
化
」
の
撤
回
要

請
を
提
出
。
保
険
医
療
機
関

に
「
義
務
化
」
を
強
い
る
必

然
性
の
議
論
が
皆
無
で
あ

り
、
開
業
医
の
権
利
を
不
当

に
侵
害
す
る
問
題
な
ど
を
指

摘
し
た
。

　
九
月
一
日
に
は
、
県
医
師

会
と
県
歯
科
医
師
会
に
「
撤

回
に
尽
力
」
を
求
め
る
要
望

書
を
提
出
し
た
。
現
在
開
業

医
会
員
に
は
「
資
格
確
認
シ

ス
テ
ム
参
加
の
義
務
化
撤

回
」「
保
険
証
廃
止
の
撤
回
」

を
求
め
る
署
名
の
協
力
を
求

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

◆◆
1010
月月
1515
日
に
「
義

日
に
「
義

務
化
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」を
開
催（
関

連
４
・
５
頁
）

　
八
月
十
日
、
中
医
協
は

「
療
担
」
改
定
案
を
答
申
し

た
際
に
意
見
を
附
帯
し
て
お

り
「
年
末
頃
に
導
入
の
状
況

に
つ
い
て
点
検
を
行
い
、
地

域
医
療
に
支
障
を
生
じ
る
な

ど
、
や
む
を
得
な
い
場
合
の

必
要
な
対
応
に
つ
い
て
、
そ

の
期
限
も
含
め
検
討
を
行

う
」
と
し
、「
療
担
」
の
内

容
は
修
正
が
見
込
ま
れ
て
い

る
（
図
２
）。
医
療
界
の
シ

ス
テ
ム
参
加
状
況
次
第
で
、

四
月
義
務
化
は
変
更
せ
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
を
認
め
て
い

る
。

　
こ
れ
か
ら
申
込
を
検
討
し

て
い
る
会
員
に
は
、
補
助
金

の
申
請
期
限
な
ど
も
考
慮
し

つ
つ
「
十
二
月
ま
で
は
様
子

見
」
を
引
き
続
き
推
奨
す
る

こ
と
と
し
た
の
は
こ
の
よ
う

な
背
景
か
ら
で
あ
る
。
協
会

で
は
、
十
月
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
開
催
を
予
定
し
て
お

り
、
こ
ち
ら
を
見
て
か
ら
判

断
さ
れ
た
い
。

◆
義
務
化
の
必
然
性

◆
義
務
化
の
必
然
性

は
　
八
月
二
十
四
日
に
開
催
さ

れ
た
厚
労
省
と
日
医
、
日
歯

　
九
月
五
日
、
加
藤
厚
労
大
臣
は
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

の
シ
ス
テ
ム
へ
の
参
加
を「
来
年
四
月
か
ら
原
則
義
務
化
」

と
す
る
等
の
療
養
担
当
規
則
（
以
下
、「
療
担
」
と
略
す
）

を
発
令
し
た
。

　
本
紙
で
は
政
府
・
厚
労
省
等
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
る
情

報
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
協
会
は
「
療
担
」
の
内
容
に

今
後
修
正
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
「
義
務
化
」
撤
回
を

要
請
し
て
い
く
こ
と
や
、
十
二
月
ま
で
は
「
様
子
見
」
を

推
奨
す
る
な
ど
、今
後
の
協
会
の
取
組
方
針
を
紹
介
す
る
。

　
十
月
一
日
か
ら
の
「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
提
示
時
の
診
療

報
酬
改
定
も
正
式
に
告
示
さ
れ
た
。（
関
連
七
面
）。

「
療
担
」
の
変
更
予
定
を
根

拠
に
し
た
も
の
だ
。
唐
突
な

事
態
に
対
し
協
会
に
は
会
員

か
ら
困
惑
、
義
憤
、
相
談
、

な
ど
様
々
な
声
が
寄
せ
ら
れ

て
き
て
い
る
。

　
八
月
度
の
協
会
理
事
会
で

は
会
員
か
ら
の
声
と
、
厚
労

省
等
の
説
明
な
ど
を
総
合
的

に
検
討
。
コ
ロ
ナ
禍
に
加
え

て
、
義
務
化
に
対
応
で
き
な

ら
三
師
会
と
の
合
同
説
明
会

の
中
で
は
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
は
『
安
心
・
安
全
で

質
の
高
い
医
療
を
提
供
す

る
』
医
療
Ｄ
Ｘ
の
基
盤
と
な

る
仕
組
み
」と
解
説
が
さ
れ
、

シ
ス
テ
ム
へ
の
申
込
を
急
ぐ

よ
う
依
頼
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
保
険
医

療
機
関
に
対
し
、「
義
務
化
」

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
情
が
あ
る
の
か
な
ど
「
義

務
化
」
の
必
然
性
に
つ
い
て

は
一
切
説
明
が
な
か
っ
た
。

義
務
化
の
詳
細
も
説
明
が
な

か
っ
た
。

◆
義
務
化
の
中
身
は

◆
義
務
化
の
中
身
は

　
中
医
協
が
八
月
十
日
に

「
療
担
」
改
悪
を
答
申
し
た

際
に
、
示
さ
れ
て
い
た
概
要

は
次
の
と
お
り
。

（
１
）
原
則
と
し
て
二
〇
二

三
年
四
月
か
ら
資
格
確
認
シ

ス
テ
ム
参
加
を
義
務

（
２
）
紙
レ
セ
プ
ト
請
求
の

医
療
機
関
の
み
義
務
化
の
対

象
外

（
３
）
設
備
補
助
金
を
引
上

げ
し
期
間
を
十
二
月
ま
で
延

長　
こ
の
う
ち
（
１
）
の
詳
細

と
し
て
、
来
年
四
月
よ
り
①

マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
参
す
る

患
者
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
こ

と
、
②
シ
ス
テ
ム
対
応
し
て

い
る
こ
と
を
院
内
掲
示
す
る

こ
と
、
が
求
め
ら
れ
て
い
る

（
図
１
）。

　10 月 1日から、こども医療費助成制度の受給者証の提示があれば、県内すべ
ての医療機関で現物給付が適用され、患者の窓口負担なし、医療機関は公費併
用レセプトで請求できる。これまで市町村内（一部拡大地域あり）で現物給付
とされており、協会の長年の要請が実現した。会員医療機関がスムーズに対応
できるよう、保険医協会は埼玉県と審査機関の協力を得て、県内唯一の説明会
を開催する。

○ 市町村ごとの拡大部分も適用
　県の基準は小学校就業前だが、市町村ごとで独自
に拡大された部分も適用となるため、受給者証の確
認が必要となる。

○ 制度開始に伴い、新しい受給者証を交付
　こども医療費は 9月下旬に各市町村から患者に受給者証が交付される。

オンライン資格確認等
システム参加　　　「義務化の撤回」求める

「こども医療費等の現物給付化説明会」
参加申込受付中

■配信方式
　9 月 20 日（火）正午より 1カ月程度オンデマンド方式
■参加方法
　事前申込みが必要　8月末に会員に封書で案内を送付してます。
	 同封のチラシをご覧いただき、協会ホームページよりお申し込
みください。

■配信開始の 9 月 20 日（火）より視聴を希望される場合
 9	月 15	日（木）の日付までにお申込みください。9	月 16	日（金）
までにメールをお送りします。

■ 9 月 16 日（金）以降のお申込みの場合
 9	月 16	日（金）にご案内ができません。ご了承ください。ただ
し、動画配信期間は１カ月程度ありますので、9月 20 日以降も
配信期間中は、いつでもお申し込みいただけます。
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連
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と

折
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チ
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シ
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載


